
「秦野市子ども・子育て支援事業計画」に係る中間年度での見直しについて

【１　諮問】
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【事業内容】
　・・・、更には公立５園（こども園４園を含む）、民間１
５園の保育所において・・・
　・・・、認可外保育所の認可保育所への移行、地域
型保育事業（小規模保育、事業所内保育）への支
援、市立幼稚園の認定こども園化など様々な確保方
策を進め、平成２９年度末を目標年次として・・・

【見込量】、【確保量】
　「表４－１　教育・保育の量の見込みと確保量」
（別添資料②、③のとおり）

【事業内容】
　・・・、更には公立こども園５園、民間１９園の保育所
において・・・
　・・・、公立幼稚園の公私連携型認定こども園化な
どの確保方策を進め、平成３１年度末を目標年次と
して・・・

【見込量】、【確保量】
　「表４－１　教育・保育の量の見込みと確保量」
（別添資料②、③のとおり）
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【保育量の確保方策及び確保量とその目標年度】
　「表４－２　保育量の確保方策及び確保量とその目
標年度」（別添資料④のとおり）

【具体的支援策】
　地域型保育事業への支援

【保育量の確保方策及び確保量とその目標年度】
　「表４－２　保育量の確保方策及び確保量とその目
標年度」（別添資料④のとおり）

【具体的支援策】
　事業を削除

2 37 教育総務課

○一時預かり事業
（市立幼稚園預かり
保育）

　計画策定時は、公立幼稚
園を１４園として見込量及び
確保量を設定しているが、
現在の公立幼稚園は９園に
減少しているため。

【見込量】
　・３０年度　３５，８４８人日
　・３１年度　３５，５１８人日

【確保量】
　・３０年度　３４，２００人日
　・３１年度　３６，０００人日

【見込量】
　・３０年度　２３，０００人日
　・３１年度　２２，８００人日

【確保量】
　・３０年度　２１，９００人日
　・３１年度　２３，１００人日

　「見直し前」の値÷１４園×９園＝「見直し後」の
値とした（１００人未満切り捨て）。

　※平成２７年度と２８年度の実績報告は、上記の
算定根拠により報告している。

3 37 保育こども園課

○一時預かり事業
（保育所等）

　計画初年度の２７年度から
見込量と実績との間に大き
なかい離が生じてきた。
　また、右肩上がりで見込量
及び確保量が推移すること
を見込んでいたが、各施設
では、定員を上回る児童を
受け入れている影響などか
ら、一時預かり事業に保育
士を確保できない状況が生
じているため。

【事業内容】
　・・・、難しい状況にありますが、保育ニーズの多様
化により、一時預かり事業の利用希望者は増加傾向
にあります。このため、・・・
　平成２５年度実績と、事前調査結果をもとに見込み
量を設定しましたが、今後も利用者のニーズに対応
した取り組みを検討します。

【見込み量設定にあたって】、【見込量】、【確保量】
　（別添資料⑥のとおり）

【事業内容】
　・・・、難しい状況にあります。このため、　・・・
　当初は、平成２５年度実績と、事前調査結果をもと
に見込み量を設定しましたが、見込みと実績にかい
離が生じたため、３０年度以降の見込み量及び確保
量を見直しました。今後も利用者のニーズに対応し
た取り組みを検討します。

【見込み量設定にあたって】、【見込量】、【確保量】
　（別添資料⑥のとおり）

　・公立こども園と私立保育所等に区分して算出
し、その合計とした。
　・公立こども園の見込み量について、平成２９年
度以降は２６～２８年度の３か年平均値で算出（た
だし、しぶさわこども園は２８年度新設のため、２８
年度の実績値）
　・私立保育所等の見込み量について、２９年度は
平成２９年１０月１９日付けで交付決定した一時預
かり事業補助金の算定における数値で算出。３０
年度は２７～２９年度（２７～２８年度は実績。２９年
度は前述の算定数値）の３か年平均値で算出。３１
年度は３０年度に算出した数値を基本として、３０
年１月～４月に新規に開設する施設のうち、一時
預かり事業が実施可能な施設における利用人数
（施設の定員数）を加算して算出

「見直し前」及び「見直し後」の、
「見込量」及び「確保量」の算定根拠見直し前 見直し後

1 保育こども園課
○教育・保育の量の
確保

　平成２８年４月１日時点の
支給認定区分ごと（３号認定
については、０歳児と１・２歳
児ごと。以下同じ。）の子ども
の実績値が、計画における
量の見込みよりも１０％以上
のかい離がある場合には、
基本指針の「支給認定を受
けた保護者の認定区分ごと
の人数が、教育・保育の量
の見込みと大きくかい離して
いる場合」に該当し、原則と
して見直しが必要となってい
るため。
（別添資料①のとおり）

　（別添資料⑤のとおり）

№
計画の
記載頁

所管課 事業名
見直しが必要な
理由、趣旨等

計画の記載内容

資料１
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「見直し前」及び「見直し後」の、
「見込量」及び「確保量」の算定根拠見直し前 見直し後

№
計画の
記載頁

所管課 事業名
見直しが必要な
理由、趣旨等

計画の記載内容

4 38 保育こども園課

○病児・病後児保育
事業

　計画策定当初は事業開始
前に計画を策定したことか
ら、利用実績を踏まえた中
で今回は見込量を設定する
ため。

「見直し前」
　本計画を作成した段階では事業未実施だったた
め、アンケート調査を基に予測数値を算出した。
「見直し後」
　・確保量は当初計画で週６日であったが、運営は
週５日となったため修正した。
　・見込量（予測）は平成２８年度の実績を基に予
測値を算出している。平成２９年度の予測値は４～
６月の実績に、平成２８年度の実績（７～３月）を加
算し年間の予約人数を算出、その人数に平成２８
年度の予約人数に対する延べ利用人数の比率（６
１．５％）を乗じ平成２９年度の見込量を算出した。
　・平成３０年度及び平成３１年度は平成２９年度
の予測数値を基に、増加要因を加味し算出した。
（増加要因）
　・広域的利用による利用者増加（年間１０人）
　・情報媒体での定期的な周知による利用者増加
（年間１５人）

5 39 保育こども園課

○放課後児童健全
育成事業

見込量と実績値に１０％以
上の乖離があるため。

「見直し前」
小学校の入学予定の児童にアンケートによる放課
後児童クラブの利用比率を乗じて算出した。
「見直し後」
・５歳児の人数を基に、次年度児童ホームに入室
した児童数の割合を算出し、３ヶ年（Ｈ２７－Ｈ２９）
の平均数値を計算。その平均値に５歳児予測人数
を乗じて小学１年生の入室数を予測した。
・２年生から４年生については、次年度も継続して
利用する人数の割合を算出し、その平均値を計
算、前年度の人数にその平均値を乗じて児童ホー
ム各学年の人数を予測した。
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【２　報告】

1 41 こども育成課

○こども相談 　平成２９年度にネットワー
クの名称及び親支援講座の
内容を変更したため。

【事業内容】
　児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応を図る
ため、はだのっ子すこやかネットワークの機能を活用
し、関係機関と連携した要保護児童支援を行う。
　また、コモンセンス・ペアレンティング※の技法を活
用した親支援講座を定期的に開催し、児童虐待の予
防を図る。
※ アメリカで開発された「被虐待児の保護者支援」
のペアレンティングトレーニングのプログラム。暴力
や暴言を使わずに子供を育てる技術を親に伝えるこ
とで、虐待の予防や回復を目指す

【事業内容】
　児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応を図る
ため、要保護児童対策地域協議会の機能を活用し、
関係機関と連携した要保護児童支援を行う。
　親支援講座として、親と子が良好な関係を築くよう
コミュニケーション方法を学ぶ「楽しい子育て練習講
座」を定期的に開催し、児童虐待の予防を図る。

2 41 子育て支援課

○ひとり親家庭自立
支援教育訓練給付
事業

　国要綱改正による補助
率、対象者の見直しのた
め。

【事業名】
　ひとり親家庭自立支援教育訓練給付事業

【事業内容】
　ひとり親家庭の自立を促進するために、スキルアッ
プを支援する。雇用保険の教育訓練給付の受講資
格を有していないひとり親家庭の親が教育訓練講座
を受講し、終了した場合、経費の２０%を支給する。

【事業名】
　母子家庭等自立支援教育訓練給付事業

【事業内容】
　母子家庭等の自立を促進するために、スキルアッ
プを支援する。母子家庭の母または父子家庭の父
が、雇用保険の教育訓練給付の講座を受講し、終了
した場合に経費の一部を支給する（雇用保険法施行
規則の規定による教育訓練給付金の有無により支
給割合が異なる）。

3 41 子育て支援課

○ひとり親家庭自立
支援高等職業訓練
促進給付事業

　国要綱改正による年数等
の見直しのため。

【事業名】
　ひとり親家庭自立支援高等職業訓練促進給付事
業

【事業内容】
　ひとり親家庭の自立就職時に、有利かつ生活の安
定に役立つ資格の取得を促進することを目的とし、
一定の期間生活費の負担を軽減するために、養成
機関で２年以上就業する場合に就業時期、期間及び
養成機関での出席状況等により、一定額を支給す
る。

【事業名】
　母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

【事業内容】
　母子家庭の母又は父子家庭の父が、.就職を容易
にする資格を取得し、生活の安定を図ることができる
ように支援する。養成機関で１年以上の教育課程を
修業し、対象資格の取得が見込まれる者に一定額を
支給する。

見直し前 見直し後
№

計画の
記載頁

所管課 事業名
見直しが必要な
理由、趣旨等

計画の記載内容
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[組織改編による所管課の変更]

4 7

○保育課 ○保育こども園課
　・利用者支援事業（保育コンシェルジュ）
　・一時預かり事業（保育所一時預かり）
　・延長保育事業
　・病児保育事業（病後児保育事業）
　・放課後児童健全育成事業（放課後児童ホーム）
○子育て支援課
　・地域子育て支援拠点事業（ぽけっと２１）
　・子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター事業）

5 7

○健康子育て課 ○健康づくり課
　・妊婦健診事業（妊婦健康診査費用助成事業）
○こども育成課
　・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）
　・養育支援訪問事業

6 33

○保育課 ○保育こども園課
　・定員枠の拡大に対する支援
　・地域型保育事業への支援
　・施設整備の支援（認可保育所の新・増設）

7 40

○保育課 ○保育こども園課
　・利用者支援事業（保育コンシェルジュ）
　・定員枠の拡大に対する支援【再掲】
　・地域型保育事業への支援【再掲】
　・施設整備の支援（認可保育所の新・増設）【再掲】

8 41

○健康子育て課 ○こども育成課
　・こども相談
○子育て支援課
　・母子家庭等自立支援教育訓練給付事業
　・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

9 42

○健康子育て課 ○こども育成課
　・こども相談【再掲】
○子育て支援課
　・母子家庭等自立支援教育訓練給付事業
　・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

10 42
○保育課 ○保育こども園課

　・統合保育・教育の実施

11 47

○健康子育て課 ○健康づくり課
　・母子保健コーディネーターの配置
　・産前・産後サポート事業
　・産後ケア事業
　・母子健康手帳の交付及び妊婦面接
　・おめでた家族教室（父親母親教室）

計画の
記載頁

№
見直し前 見直し後

計画の記載内容
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計画の
記載頁

№
見直し前 見直し後

計画の記載内容

12 48

○健康子育て課 ○健康づくり課
　・マタニティクッキング
　・妊婦健康診査費用助成事業
　・妊産婦・新生児、未熟児訪問指導
　・特定不妊治療費助成事業
　・不育症治療費助成事業
○こども育成課
　・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）【再掲】
　・養育支援訪問事業

13 50

○健康子育て課 ○こども育成課
　・養育支援訪問事業【再掲】
　・家庭訪問・電話相談・所内面接（新生児・未熟児を除く）
○健康づくり課
　・家庭訪問・電話相談・所内面接（新生児・未熟児を除く）
　・産前・産後サポート事業【再掲】
　・乳幼児健康診査
　・乳幼児健診未受診者対策
　・乳幼児経過検診（ニコニコきっず相談）
　・育児講座（目指せイクメン講座）
　・離乳食セミナー
　・幼児食と歯のセミナー
　・親子育児教室

14 51

○健康子育て課 ○健康づくり課
　・育児相談事業
　・幼稚園における楽しい食育事業
　・はだの生涯元気プラン（秦野市食育推進計画）推進事業
　・予防接種事業
○子育て支援課
　・小児医療費助成事業

15 51
○生涯学習課 ○生涯学習文化振興課

　・放課後子ども教室の推進

16 53

○健康子育て課 ○健康づくり課
　・乳幼児健康診査【再掲】
　・乳幼児健診未受診者対策【再掲】
　・乳幼児経過検診（ニコニコきっず相談）【再掲】
　・育児講座（目指せイクメン講座）【再掲】
　・離乳食セミナー【再掲】
　・幼児食と歯のセミナー【再掲】
　・親子育児教室【再掲】

17 54
○健康子育て課 ○健康づくり課

　・赤ちゃんふれあい体験事業
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